
 

 

 

 

子育てスタート支援事業について  

 

１ 報告の趣旨  

子育てスタート支援事業について、平成３０年度から事業の実施場所を、産科医院か

ら多摩保育園へ変更することを報告するものである。  

 

２ 事業の概要  

妊娠中から産後６月未満の母子に対して、実施施設へ通所してもらい、助産師等によ

る母体ケアや育児指導等の支援を行う事業。  

ア 対象者：  多摩市に在住し、特に支援が必要な母子  

イ 利用回数： 原則７回まで  

ウ 利用料金（１回）： 課税世帯1,600円、非課税世帯880円、生活保護世帯700円  

エ 利用実績（平成２８年度）：  利用者１１人 利用数計５１回  

 

３ 変更内容 

(１) 変更の概要 

現在、本事業は産科医院に委託の上、実施している。これを平成３０年度からは、

公立保育園の機能強化の一環として、実施施設を多摩保育園とし、その人材及び設備

を活用しながら、新たに助産師に委託して実施する予定である。  

なお、サービス内容については変更ない。  

 

(２) 現行の内容との比較  

 現行 平成３０年度から  

実施施設  受託産科医院  多摩保育園  

従事者  助産師（受託事業者）  

保育士（受託事業者）  

助産師（受託事業者）  

保育士（多摩保育園職員）  

必要物品（寝具、乳児用品等） 受託事業者が用意  市（子育て総合センター）が用

意  

食事  受託事業者が用意  多摩保育園の給食を活用  
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